
 

 

鹿児島県が(株)キリシマに対してゴルフ場の防災施設工事に関する通知文を入手し

ました。 

この通知文を守らないときは森林法１０条の３の監督処分が行われます。森林法２

０６条の処罰のための告発、さらに従わない時の代執行、工事完成保証人の鎌田建

設への工事命令も検討されています。 

鎌田さんはこの文書を受けていながら、１２月１３日の市議会・建設水道委員会で

調整池の完成は出来ないと発言されています。 


